
 「岡谷市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則」をここに公布す

る。 
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岡谷市教育委員会規則第 号 

 

   岡谷市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

 別紙のとおり。 

資料 No.2 



 
 

岡谷市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

岡谷市立小・中学校の通学区域に関する規則（平成１９年岡谷市教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

別表（１）中 

「 

田中小学校 岡谷区の一部、下浜区、小尾口区、上浜区、新屋敷区 

」 

を 

「 

岡谷田中小学校 岡谷区の一部、下浜区、小尾口区、上浜区、新屋敷区 

」 

に改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



○岡谷市立小・中学校の通学区域に関する規則 新旧対象表 

旧 新 

第１条 この規則は、岡谷市立小・中学校の通学区域（当該小学校又

は中学校に就学すべき学齢児童又は学齢生徒の住所の存する区域

をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 岡谷市立小・中学校の通学区域は、別表のとおりとする。 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、岡谷市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）が別に定める。 

 

別表（第２条関係） 

(1) 小学校 

小学校名 通学区域 

川岸小学校 橋原区、三沢区、新倉区、鮎沢区、駒沢区 

神明小学校 今井区の一部、間下区、岡谷区の一部、小井川区

の一部 

小井川小学校 小口区、小井川区の一部、西堀区 

田中小学校 岡谷区の一部、下浜区、小尾口区、上浜区、新屋

敷区 

湊小学校 花岡区、小坂区 

長地小学校 中屋区、中村区の一部、東堀区 

上の原小学校 横川区、中村区の一部、今井区の一部、小井川区

の一部 

備考 「一部」とは、教育委員会で定めた区域とする。 

第１条 この規則は、岡谷市立小・中学校の通学区域（当該小学校又

は中学校に就学すべき学齢児童又は学齢生徒の住所の存する区域

をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 岡谷市立小・中学校の通学区域は、別表のとおりとする。 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、岡谷市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）が別に定める。 

 

別表（第２条関係） 

(1) 小学校 

小学校名 通学区域 

川岸小学校 橋原区、三沢区、新倉区、鮎沢区、駒沢区 

神明小学校 今井区の一部、間下区、岡谷区の一部、小井川区

の一部 

小井川小学校 小口区、小井川区の一部、西堀区 

岡谷田中小学校 岡谷区の一部、下浜区、小尾口区、上浜区、新屋

敷区 

湊小学校 花岡区、小坂区 

長地小学校 中屋区、中村区の一部、東堀区 

上の原小学校 横川区、中村区の一部、今井区の一部、小井川区

の一部 

備考 「一部」とは、教育委員会で定めた区域とする。 

 


